
　近年のライフスタイル　の多様化に伴い、「食」をめぐるさまざまな問題が生じて

いる中、国は平成１７年７月に「食育基本法」を施行しました。食育基本法では、食

育を「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの」と位

置づけるとともに、さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する

力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進すること

が求められているとしています。

　また、新型コロナウイルス感染症の流行により、わたしたちの生活は大きく変化し

ています。感染予防のため外出する機会は減少し、共食　の機会も大幅に減少してい

ます。一方で、在宅時間が増加したことにより、家庭での共食の機会や料理をする機

会は増加し、食を見直す契機ともなっています。

　このような状況の中で、国は食育基本法に基づき、令和３年３月に「第４次食育推

進基本計画（令和３年度からおおむね５年間）」を作成し、食育推進に取り組んでい

ます。

　本市では、平成２１年３月に「かごしま市食育推進計画(平成２１年～２５年度)」、

平成２６年３月には「第二次かごしま市食育推進計画 (平成２６年～３０年度 )」、平

成３１年３月には「第三次かごしま市食育推進計画 (平成３１年～３３年度 )」（以下

 「第三次計画」という。）を策定し、恵まれた自然環境と豊かな食材を有する特性を

生かして、家庭や地域、保育所・幼稚園・小中学校、食に関わる関係機関・団体など

と連携して食育の推進に取り組んできました。

　この第三次計画の計画期間が終了することから、これまでの進捗状況や本市の食を

めぐる現状、課題などを踏まえ、「第四次かごしま市食育推進計画」(以下「第四次計

画」という。)を策定するものです。

　第四次計画では、知識の普及・定着から実践へとシフトし、３つの基本目標を見直

しました。第三次計画までに定着した食に関する知識を基に、市民一人ひとりが自ら

判断し実践していくことを目指しています。

第１章 計画の策定にあたって 

１．策定の趣旨
※①

※②

※①ライフスタイル：生活の様式・仕方。また、人生観・価値観・習慣などを含めた個人の生き方。
※②共食：誰かと共に食事をし、コミュニケーションを図ること。
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　本計画は、食育基本法第１８条第１項に基づく市町村食育推進計画であり、本市に

おける食育の推進に関する施策について定めるものです。

　また、本市の行財政運営を総合的かつ計画的に進めるための最上位計画である「第

六次鹿児島市総合計画」の個別計画として位置づけるとともに、本市関連計画との整

合性を図ります。

　平成２７年９月の国連サミットで採択された国際開発目標である「持続可能な開発

のための２０３０アジェンダ」は、１７の目標と１６９のターゲットから成る「SDGｓ

（持続可能な開発目標）」を掲げています。SDGｓの目標には、「目標２．飢餓を終わら

せ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する」、「目標３．

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する」、「目標４．

すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進す

る」、「目標１２．持続可能な生産消費形態を確保する」など食育と関係が深い目標が

あります。

２．計画の位置づけ

３．SDGｓとの関連
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　計画の期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間とします。

　なお、状況の変化などが生じた場合には、必要に応じて、計画内容を見直すことと

します。

　また、食育の推進は、国の「SDGｓアクションプラン２０２１（令和２年１２月持

続可能な開発目標（SDGｓ）推進本部決定）」の中に位置づけられており、SDGｓの

達成に寄与するものであり、本計画においても、SDGｓのゴール達成に向け、本市の

食育を推進していきます。

４．計画期間
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